
管材 継手 資格

ダクタイル
鉄管

NS耐震
継手

・技術講習会受講証、写真 等
配水管技能者（日水協）：耐震（R5年度まで）

大口径
組合講習会受講証（H26年度まで）

NS耐震継手施工指導・現場講習（メーカー）

・NS耐震継手工事実績
配水管工届、工事経歴書 等

GX耐震
継手

・技術講習会受講証、写真 等

配水管技能者（日水協）：耐震（H26年度以降）

組合講習会受講証（H23年度以降）

GX耐震継手施工指導・現場講習（メーカー）

配水用
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

融着式
継手

・技術講習会受講証、写真 等
配水用ポリエチレン配管施工講習受講者
（協会・メーカー）

配水用ポリエチレン管施工指導・現場講習
（メーカー）

登録証の〇に必要な資格
登録証に記載される「〇」は、管種・継手ごとに必要な資格や
講習等の証明を提出することで付与されます。
※資格の証明は継手ごとに1点提出で可
詳細は下表をご確認ください。

・管種ごとに、必要な講習受講や資格の証明を行うことで、
登録内容の追加が可能です。
・登録証は5年毎を目安に更新手続きが必要です。
（浜松市主催の講習会を受講）
・更新を行わない場合、認定は取消となります。
・所属会社等に変更があった場合は、変更手続きが必要です。

配水管工登録証について
配水管工として認定されると、
配水管工登録証が交付されます。
登録証に記載された
管種・口径の工事に従事できます。
（※給水管工は50mm以下限定）


